
第２２期 第９回  

佐賀県有明海区漁業調整委員会 

 
日 時：令和４年３月１５日（火） 

１４：００～ 
場 所：佐賀県水産会館「大会議室」 

（佐賀市西与賀町厘外821番地の2） 

 
～ 次   第 ～ 

 
 
１ 開    会 
 

２ 議    題 

 
（１）有明海における漁業権漁業の資源管理の状況等の報告について（報告）・・・P1～4 

（２）刺網漁業等の許可方針（案）について（諮問）            ・・・P5～33 

（３）令和４年度刺網漁業等福佐相互入漁に係る許可方針（案）について（諮問）・・P34～41 

（４）タイラギの採捕禁止に係る委員会指示（案）について（協議）    ・・・P42～44 

（５）委員会指示の適用除外について（協議） 

   １ 佐賀県有明水産振興センター                 ・・・P45～47 

   ２ 独立行政法人水資源機構筑後川局 筑後川下流総合管理所    ・・・P48～52 

（６）令和４年もがい特別採捕の許可方針（案）について（協議）     ・・・P53～54 

（７）くろまぐろに関する令和３管理年度における知事管理漁獲可能量の変更 

等について（報告）                        ・・・P55～59 

（８）その他 

 

３ 閉    会  
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刺
網
漁
業
許
可
方
針
 

 
Ⅰ
 
す
ず
き
流
し
刺
網
漁
業
 

（
旧
）
 

（
新
）
 

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

す
ず
き
流
し
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
１
７
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

す
ず
き
流
し
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
１
６
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
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 第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

許
可
を
し
た
日
か
ら
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
第
 

１
１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
次
の
開
庁
日
ま
で
と
す

る
。
 

２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
と
、
申
請
期
間
の
最
終
日
に
お
い
て
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）

が
、
１
７
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の
次
の
開

庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

３
 
令
和
４
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
合
計
数
が
１
７
０
件
に

到
達
す
る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に

新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後

に
追
加
し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、

許
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

 
 

４
 
合
計
数
が
１
７
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
４
年
５
月
３
１

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
再
度
公
示
を
行
う
。
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
１
か
ら
３
に
同

じ
。
 

  

 第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
４
年
 

３
月
●
●
日
か
ら
令
和
４
年
５
月
１
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
が
、
１
６
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の

次
の
開
庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

  ３
 
令
和
９
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
受
付
数
と
申
請
期
間

の
最
終
日
時
点
で
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の

数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）
が
１
６
０
件
に
到
達
す

る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に
新
た
な

申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後
に
追
加

し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、
許
可
、

起
業
の
認
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

４
 
合
計
数
が
１
６
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
９
年
５
月
１
０

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
新
た
な
申
請
期
間
を
追
加
す
る
。
申
請
期
間
は
、
規
則
第
１
１
条
第

１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
１
０
日
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
０

日
後
が
閉
庁
日
の
と
き
は
、
そ
の
次
の
開
庁
日
ま
で
を
申
請
期
間
と
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
の
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
３
に
同
じ
。
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 第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
１
７
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
な
お
、
規
則
第
９
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
 

 （
１
）
 
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
、
許
可
を

受
け
た
船
舶
を
譲
り
受
け
、
借
り
受
け
、
そ
の
返
還
を
受
け
、
そ
の
他

相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
以
外
の
事
由
に
よ
り
当
該
船

舶
を
使
用
す
る
権
利
を
取
得
し
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を
営
も
う
と

す
る
者
 

（
２
）
 
前
回
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
の
う
ち
、今
回
の
許
可
の
有
効
期
間
に
お
い
て
当
該
知
事

許
可
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
な
い
者
 

     
（
３
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
刺
網
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し
て
い

る
者
 

（
４
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し

て
い
る
者
 

（
５
）
 
上
記
（
１
）
か
ら
（
４
）
に
該
当
し
な
い
者
 

 

 第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
１
６
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
な
お
、
規
則
第
９
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
ま
た
、
各
順
位
の
基
準
日
は
該
当
す
る
申
請
期
間
の
始
期
の
前
日
と
す

る
。
 
（
１
）
 
基
準
日
に
お
い
て
従
前
の
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た
者
。

た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
に
受

付
け
た
申
請
、
か
つ
、
有
し
て
い
た
許
可
件
数
の
範
囲
ま
で
と
す
る
。 

  
（
２
）
 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た
者
か
ら
許
可

を
承
継
し
、
許
可
を
有
し
て
い
た
船
舶
と
同
じ
船
舶
に
て
当
該
漁
業

を
営
も
う
と
す
る
者
。
（
従
前
の
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た

者
が
、
こ
の
許
可
方
針
に
基
づ
く
更
新
申
請
を
行
わ
な
い
こ
と
に
伴

い
許
可
を
承
継
す
る
場
合
を
含
む
。
）
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用

は
、
許
可
を
承
継
す
る
者
が
、
許
可
を
譲
渡
す
る
者
と
２
親
等
以
内

の
親
族
で
あ
る
場
合
又
は
許
可
を
譲
渡
す
る
者
の
下
で
３
漁
業
時
期

以
上
、
当
該
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
場
合
に
限
る
。
 

（
３
）
 
基
準
日
か
ら
過
去
５
年
間
に
お
い
て
当
該
漁
業
の
許
可
（
従
前
の

許
可
を
含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
 

（
４
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
以
外
の
刺
網
漁
業
の
許
可
を
有
し
て

い
た
者
 

（
５
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
 

8



  第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
５
３
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

し
、
網
の
目
合
は
、
一
重
網
は
１
１
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
三
重
網
は

外
網
３
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
内
網
１
１
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と

す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
、
一
重
網
又
は
三
重
網
の
い
ず
れ
か
１
統
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
６
）
 上
記
（
１
）
か
ら
（
５
）
に
該
当
し
な
い
者
 

 
 

第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
５
３
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

し
、
網
の
目
合
は
、
一
重
網
は
１
１
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
三
重
網
は

外
網
３
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
内
網
１
１
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と

す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
、
一
重
網
又
は
三
重
網
の
い
ず
れ
か
１
統
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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Ⅱ
 
え
び
三
重
流
し
刺
網
漁
業
 

（
旧
）
 

（
新
）
 

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

え
び
三
重
流
し
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
４
３
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

  

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

え
び
三
重
流
し
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
４
１
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
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第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

許
可
を
し
た
日
か
ら
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
第
 

１
１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
次
の
開
庁
日
ま
で
と
す

る
。
 

２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
と
、
申
請
期
間
の
最
終
日
に
お
い
て
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）

が
、
４
３
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の
次
の
開

庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

３
 
令
和
４
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
合
計
数
が
４
３
０
件
に

到
達
す
る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に

新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後

に
追
加
し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、

許
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

 
 

４
 
合
計
数
が
４
３
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
４
年
５
月
３
１

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
再
度
公
示
を
行
う
。
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
１
か
ら
３
に
同

じ
。
 

  
 

第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
４
年

３
月
●
●
日
か
ら
令
和
４
年
５
月
１
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
が
、
４
１
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の

次
の
開
庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

  ３
 
令
和
９
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
受
付
数
と
申
請
期
間

の
最
終
日
時
点
で
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の

数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）
が
４
１
０
件
に
到
達
す

る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に
新
た
な

申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後
に
追
加

し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、
許
可
、

起
業
の
認
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

４
 
合
計
数
が
４
１
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
９
年
５
月
１
０

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
新
た
な
申
請
期
間
を
追
加
す
る
。
申
請
期
間
は
、
規
則
第
１
１
条
第

１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
１
０
日
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
０

日
後
が
閉
庁
日
の
と
き
は
、
そ
の
次
の
開
庁
日
ま
で
を
申
請
期
間
と
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
の
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
３
に
同
じ
。
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第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
４
３
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
 
  （
１
）
 
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
、
許
可
を

受
け
た
船
舶
を
譲
り
受
け
、
借
り
受
け
、
そ
の
返
還
を
受
け
、
そ
の
他

相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
以
外
の
事
由
に
よ
り
当
該
船

舶
を
使
用
す
る
権
利
を
取
得
し
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を
営
も
う
と

す
る
者
 

（
２
）
 
前
回
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
の
う
ち
、今
回
の
許
可
の
有
効
期
間
に
お
い
て
当
該
知
事

許
可
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
な
い
者
 

 
 

   （
３
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
刺
網
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し
て
い

る
者
 

（
４
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し

て
い
る
者
 

（
５
）
 
上
記
（
１
）
か
ら
（
４
）
に
該
当
し
な
い
者
 

  

第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
４
１
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
な
お
、
規
則
第
９
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
ま
た
、
各
順
位
の
基
準
日
は
該
当
す
る
申
請
期
間
の
始
期
の
前
日
と
す

る
。
 
（
１
）
 
基
準
日
に
お
い
て
従
前
の
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た
者
。

た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
に
受

付
け
た
申
請
、
か
つ
、
有
し
て
い
た
許
可
件
数
の
範
囲
ま
で
と
す
る
。 

  
（
２
）
 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た
者
か
ら
許
可

を
承
継
し
、
許
可
を
有
し
て
い
た
船
舶
と
同
じ
船
舶
に
て
当
該
漁
業

を
営
も
う
と
す
る
者
。
（
従
前
の
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た

者
が
、
こ
の
許
可
方
針
に
基
づ
く
更
新
申
請
を
行
わ
な
い
こ
と
に
伴

い
許
可
を
承
継
す
る
場
合
を
含
む
。
）
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用

は
、
許
可
を
承
継
す
る
者
が
、
許
可
を
譲
渡
す
る
者
と
２
親
等
以
内

の
親
族
で
あ
る
場
合
又
は
許
可
を
譲
渡
す
る
者
の
下
で
３
漁
業
時
期

以
上
、
当
該
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
場
合
に
限
る
。
 

（
３
）
 
基
準
日
か
ら
過
去
５
年
間
に
お
い
て
当
該
漁
業
の
許
可
（
従
前
の

許
可
を
含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
 

（
４
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
以
外
の
刺
網
漁
業
の
許
可
を
有
し
て

い
た
者
 

（
５
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
 

（
６
）
 上
記
（
１
）
か
ら
（
５
）
に
該
当
し
な
い
者
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 第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
一
隻
が
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
３
０
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）

以
下
と
し
、
網
の
目
合
は
外
網
１
８
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
内
網
 

３
．
５
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
２
統
ま
で
と
す
る
。
（
２
統
を
使
用
す
る
場
合
に
お

い
て
も
、
そ
の
合
計
の
漁
具
の
総
延
長
は
３
０
０
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
）
 

４
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

 
 

第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
一
隻
が
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
３
０
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）

以
下
と
し
、
網
の
目
合
は
外
網
１
８
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
内
網
 

３
．
５
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
２
統
ま
で
と
す
る
。
（
２
統
を
使
用
す
る
場
合
に
お

い
て
も
、
そ
の
合
計
の
網
の
総
延
長
は
３
０
０
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
）
 

４
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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Ⅲ
 
雑
魚
一
重
流
し
刺
網
漁
業
 

（
旧
）
 

（
新
）
 

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

雑
魚
一
重
流
し
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
３
３
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

  

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

雑
魚
一
重
流
し
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
３
１
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
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第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

許
可
を
し
た
日
か
ら
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
第
 

１
１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
次
の
開
庁
日
ま
で
と
す

る
。
 

２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
と
、
申
請
期
間
の
最
終
日
に
お
い
て
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）

が
、
３
３
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の
次
の
開

庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

３
 
令
和
４
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
合
計
数
が
３
３
０
件
に

到
達
す
る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に

新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後

に
追
加
し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、

許
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

 
 

４
 
合
計
数
が
３
３
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
４
年
５
月
３
１

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
再
度
公
示
を
行
う
。
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
１
か
ら
３
に
同

じ
。
 

  
 

第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
４
年

３
月
●
●
日
か
ら
令
和
４
年
５
月
１
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
が
、
３
１
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の

次
の
開
庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

  ３
 
令
和
９
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
受
付
数
と
申
請
期
間

の
最
終
日
時
点
で
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の

数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）
が
３
１
０
件
に
到
達
す

る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に
新
た
な

申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後
に
追
加

し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、
許
可
、

起
業
の
認
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

４
 
合
計
数
が
３
１
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
９
年
５
月
１
０

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
新
た
な
申
請
期
間
を
追
加
す
る
。
申
請
期
間
は
、
規
則
第
１
１
条
第

１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
１
０
日
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
０

日
後
が
閉
庁
日
の
と
き
は
、
そ
の
次
の
開
庁
日
ま
で
を
申
請
期
間
と
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
の
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
３
に
同
じ
。
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第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
３
３
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
 
  （
１
）
 
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
、
許
可
を

受
け
た
船
舶
を
譲
り
受
け
、
借
り
受
け
、
そ
の
返
還
を
受
け
、
そ
の
他

相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
以
外
の
事
由
に
よ
り
当
該
船

舶
を
使
用
す
る
権
利
を
取
得
し
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を
営
も
う
と

す
る
者
 

（
２
）
 
前
回
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
の
う
ち
、今
回
の
許
可
の
有
効
期
間
に
お
い
て
当
該
知
事

許
可
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
な
い
者
 

 
   

 （
３
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
刺
網
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し
て
い

る
者
 

（
４
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し

て
い
る
者
 

（
５
）
 
上
記
（
１
）
か
ら
（
４
）
に
該
当
し
な
い
者
 

  

第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
３
１
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
な
お
、
規
則
第
９
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
ま
た
、
各
順
位
の
基
準
日
は
該
当
す
る
申
請
期
間
の
始
期
の
前
日
と
す

る
。
 
（
１
）
 
基
準
日
に
お
い
て
従
前
の
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た
者
。

た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
に
受

付
け
た
申
請
、
か
つ
、
有
し
て
い
た
許
可
件
数
の
範
囲
ま
で
と
す
る
。 

  
（
２
）
 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た
者
か
ら
許
可

を
承
継
し
、
許
可
を
有
し
て
い
た
船
舶
と
同
じ
船
舶
に
て
当
該
漁
業

を
営
も
う
と
す
る
者
。
（
従
前
の
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た

者
が
、
こ
の
許
可
方
針
に
基
づ
く
更
新
申
請
を
行
わ
な
い
こ
と
に
伴

い
許
可
を
承
継
す
る
場
合
を
含
む
。
）
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用

は
、
許
可
を
承
継
す
る
者
が
、
許
可
を
譲
渡
す
る
者
と
２
親
等
以
内

の
親
族
で
あ
る
場
合
又
は
許
可
を
譲
渡
す
る
者
の
下
で
３
漁
業
時
期

以
上
、
当
該
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
場
合
に
限
る
。
 

（
３
）
 
基
準
日
か
ら
過
去
５
年
間
に
お
い
て
当
該
漁
業
の
許
可
（
従
前
の

許
可
を
含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
 

（
４
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
以
外
の
刺
網
漁
業
の
許
可
を
有
し
て

い
た
者
 

（
５
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
 

（
６
）
 上
記
（
１
）
か
ら
（
５
）
に
該
当
し
な
い
者
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 第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
４
５
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

し
、
網
丈
は
６
メ
ー
ト
ル
以
下
、
網
の
目
合
は
１
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

下
と
す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
４
５
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

し
、
網
丈
は
６
メ
ー
ト
ル
以
下
、
網
の
目
合
は
１
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

下
と
す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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Ⅳ
 
さ
わ
ら
流
し
刺
網
漁
業
 

（
旧
）
 

（
新
）
 

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

さ
わ
ら
流
し
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
１
５
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
０
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

  

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

さ
わ
ら
流
し
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
１
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
０
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
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第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

許
可
を
し
た
日
か
ら
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
第
 

１
１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
次
の
開
庁
日
ま
で
と
す

る
。
 

２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
と
、
申
請
期
間
の
最
終
日
に
お
い
て
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）

が
、
１
５
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の
次
の
開
庁

日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

３
 
令
和
３
年
１
１
月
３
０
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
合
計
数
が
１
５
件
に

到
達
す
る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に

新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後

に
追
加
し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、

許
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

 
 

４
 
合
計
数
が
１
５
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
３
年
１
１
月
３
０

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
再
度
公
示
を
行
う
。
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
１
か
ら
３
に
同

じ
。
 

  
 

第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
４
年

３
月
●
●
日
か
ら
令
和
４
年
５
月
１
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
が
、
１
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の
次

の
開
庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

  ３
 
令
和
８
年
１
１
月
３
０
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
受
付
数
と
申
請
期

間
の
最
終
日
時
点
で
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）
が
１
０
件
に
到
達
す

る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に
新
た
な

申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後
に
追
加

し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、
許
可
、

起
業
の
認
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

４
 
合
計
数
が
１
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
８
年
１
１
月
９
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
新
た
な
申
請
期
間
を
追
加
す
る
。
申
請
期
間
は
、
規
則
第
１
１
条
第

１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
１
０
日
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
０

日
後
が
閉
庁
日
の
と
き
は
、
そ
の
次
の
開
庁
日
ま
で
を
申
請
期
間
と
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
の
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
３
に
同
じ
。
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第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
１
５
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受
付

け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
者

を
定
め
る
。た
だ
し
、同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ
る
。  

  （
１
）
 
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
、
許
可
を

受
け
た
船
舶
を
譲
り
受
け
、
借
り
受
け
、
そ
の
返
還
を
受
け
、
そ
の
他

相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
以
外
の
事
由
に
よ
り
当
該
船

舶
を
使
用
す
る
権
利
を
取
得
し
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を
営
も
う
と

す
る
者
 

（
２
）
 
前
回
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
の
う
ち
、今
回
の
許
可
の
有
効
期
間
に
お
い
て
当
該
知
事

許
可
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
な
い
者
 

  
  

 （
３
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
刺
網
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し
て
い

る
者
 

（
４
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し

て
い
る
者
 

（
５
）
 
上
記
（
１
）
か
ら
（
４
）
に
該
当
し
な
い
者
 

   

第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
１
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受
付

け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
者

を
定
め
る
。た
だ
し
、同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ
る
。

な
お
、規
則
第
９
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、こ
の
限
り
で
な
い
。

ま
た
、
各
順
位
の
基
準
日
は
該
当
す
る
申
請
期
間
の
始
期
の
前
日
と
す
る
。
 

（
１
）
 
基
準
日
に
お
い
て
従
前
の
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た
者
。

た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
に
受

付
け
た
申
請
、
か
つ
、
有
し
て
い
た
許
可
件
数
の
範
囲
ま
で
と
す
る
。 

  （
２
）
 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た
者
か
ら
許
可

を
承
継
し
、
許
可
を
有
し
て
い
た
船
舶
と
同
じ
船
舶
に
て
当
該
漁
業

を
営
も
う
と
す
る
者
。
（
従
前
の
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た

者
が
、
こ
の
許
可
方
針
に
基
づ
く
更
新
申
請
を
行
わ
な
い
こ
と
に
伴

い
許
可
を
承
継
す
る
場
合
を
含
む
。
）
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用

は
、
許
可
を
承
継
す
る
者
が
、
許
可
を
譲
渡
す
る
者
と
２
親
等
以
内

の
親
族
で
あ
る
場
合
又
は
許
可
を
譲
渡
す
る
者
の
下
で
３
漁
業
時
期

以
上
、
当
該
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
場
合
に
限
る
。
 

（
３
）
 
基
準
日
か
ら
過
去
５
年
間
に
お
い
て
当
該
漁
業
の
許
可
（
従
前
の

許
可
を
含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
 

（
４
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
以
外
の
刺
網
漁
業
の
許
可
を
有
し
て

い
た
者
 

（
５
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
 

（
６
）
 上
記
（
１
）
か
ら
（
５
）
に
該
当
し
な
い
者
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第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
４
５
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

し
、
網
丈
は
１
０
メ
ー
ト
ル
以
下
、
網
の
目
合
は
１
２
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
と
す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
４
５
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

し
、
網
丈
は
１
０
メ
ー
ト
ル
以
下
、
網
の
目
合
は
１
２
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
と
す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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げ
ん
し
き
網
漁
業
許
可
方
針
 

（
旧
）
 

（
新
）
 

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

げ
ん
し
き
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
１
５
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

  

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

げ
ん
し
き
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
１
４
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
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第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

許
可
を
し
た
日
か
ら
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
第
 

１
１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
次
の
開
庁
日
ま
で
と
す

る
。
 

２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
と
、
申
請
期
間
の
最
終
日
に
お
い
て
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）

が
、
１
５
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の
次
の
開

庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

３
 
令
和
４
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
合
計
数
が
１
５
０
件
に

到
達
す
る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に

新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後

に
追
加
し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、

許
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

 
 

４
 
合
計
数
が
１
５
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
４
年
５
月
３
１

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
再
度
公
示
を
行
う
。
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
１
か
ら
３
に
同

じ
。
 

  
 

第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
４
年

３
月
●
●
日
か
ら
令
和
４
年
５
月
１
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
が
、
１
４
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の

次
の
開
庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

  ３
 
令
和
９
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
受
付
数
と
申
請
期
間

の
最
終
日
時
点
で
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の

数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）
が
１
４
０
件
に
到
達
す

る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に
新
た
な

申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後
に
追
加

し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、
許
可
、

起
業
の
認
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

４
 
合
計
数
が
１
４
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
９
年
５
月
１
０

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
新
た
な
申
請
期
間
を
追
加
す
る
。
申
請
期
間
は
、
規
則
第
１
１
条
第

１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
１
０
日
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
０

日
後
が
閉
庁
日
の
と
き
は
、
そ
の
次
の
開
庁
日
ま
で
を
申
請
期
間
と
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
の
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
３
に
同
じ
。
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第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
１
５
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
 
  （
１
）
 
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
、
許
可
を

受
け
た
船
舶
を
譲
り
受
け
、
借
り
受
け
、
そ
の
返
還
を
受
け
、
そ
の
他

相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
以
外
の
事
由
に
よ
り
当
該
船

舶
を
使
用
す
る
権
利
を
取
得
し
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を
営
も
う
と

す
る
者
 

（
２
）
 
前
回
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
の
う
ち
、今
回
の
許
可
の
有
効
期
間
に
お
い
て
当
該
知
事

許
可
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
な
い
者
 

 
 

   （
３
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し

て
い
る
者
 

（
４
）
 
上
記
（
１
）
か
ら
（
３
）
に
該
当
し
な
い
者
 

    

第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
１
４
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
な
お
、
規
則
第
９
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
ま
た
、
各
順
位
の
基
準
日
は
該
当
す
る
申
請
期
間
の
始
期
の
前
日
と
す

る
。
 
（
１
）
 
基
準
日
に
お
い
て
従
前
の
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た
者
。

た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
に
受

付
け
た
申
請
、
か
つ
、
有
し
て
い
た
許
可
件
数
の
範
囲
ま
で
と
す
る
。 

  （
２
）
 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た
者
か
ら
許
可

を
承
継
し
、
許
可
を
有
し
て
い
た
船
舶
と
同
じ
船
舶
に
て
当
該
漁
業

を
営
も
う
と
す
る
者
。
（
従
前
の
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た

者
が
、
こ
の
許
可
方
針
に
基
づ
く
更
新
申
請
を
行
わ
な
い
こ
と
に
伴

い
許
可
を
承
継
す
る
場
合
を
含
む
。
）
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用

は
、
許
可
を
承
継
す
る
者
が
、
許
可
を
譲
渡
す
る
者
と
２
親
等
以
内

の
親
族
で
あ
る
場
合
又
は
許
可
を
譲
渡
す
る
者
の
下
で
３
漁
業
時
期

以
上
、
当
該
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
場
合
に
限
る
。
 

（
３
）
 
基
準
日
か
ら
過
去
５
年
間
に
お
い
て
当
該
漁
業
の
許
可
（
従
前
の

許
可
を
含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
 

（
４
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
 

（
５
）
 上
記
（
１
）
か
ら
（
４
）
に
該
当
し
な
い
者
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第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
４
５
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
４
５
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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固
定
式
刺
網
漁
業
許
可
方
針
 

（
旧
）
 

（
新
）
 

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

固
定
式
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
１
，
０
０
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

  

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

固
定
式
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
９
８
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
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第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

許
可
を
し
た
日
か
ら
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
第
 

１
１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
次
の
開
庁
日
ま
で
と
す

る
。
 

２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
と
、
申
請
期
間
の
最
終
日
に
お
い
て
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）

が
、
１
，
０
０
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の
次

の
開
庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

３
 
令
和
４
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
合
計
数
が
１
，
０
０
０

件
に
到
達
す
る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を

更
に
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、

最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う

ち
、
許
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

 
 

４
 
合
計
数
が
１
，
０
０
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
４
年
５
月
 

３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た

場
合
は
、
再
度
公
示
を
行
う
。
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
１
か
ら
３

に
同
じ
。
 

  
 

第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
４
年

３
月
●
●
日
か
ら
令
和
４
年
５
月
１
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
が
、
９
８
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の

次
の
開
庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

  ３
 
令
和
９
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
受
付
数
と
申
請
期
間

の
最
終
日
時
点
で
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の

数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）
が
９
８
０
件
に
到
達
す

る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に
新
た
な

申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後
に
追
加

し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、
許
可
、

起
業
の
認
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

４
 
合
計
数
が
９
８
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
９
年
５
月
１
０

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
新
た
な
申
請
期
間
を
追
加
す
る
。
申
請
期
間
は
、
規
則
第
１
１
条
第

１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
１
０
日
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
０

日
後
が
閉
庁
日
の
と
き
は
、
そ
の
次
の
開
庁
日
ま
で
を
申
請
期
間
と
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
の
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
３
に
同
じ
。
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第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
１
，
０
０
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間

に
受
付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を

す
る
者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選

に
よ
る
。
 

  （
１
）
 
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
、
許
可
を

受
け
た
船
舶
を
譲
り
受
け
、
借
り
受
け
、
そ
の
返
還
を
受
け
、
そ
の
他

相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
以
外
の
事
由
に
よ
り
当
該
船

舶
を
使
用
す
る
権
利
を
取
得
し
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を
営
も
う
と

す
る
者
 

（
２
）
 
前
回
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
の
う
ち
、今
回
の
許
可
の
有
効
期
間
に
お
い
て
当
該
知
事

許
可
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
な
い
者
 

  
  

 （
３
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し

て
い
る
者
 

（
４
）
 
上
記
（
１
）
か
ら
（
３
）
に
該
当
し
な
い
者
 

    

第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
９
８
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
な
お
、
規
則
第
９
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
ま
た
、
各
順
位
の
基
準
日
は
該
当
す
る
申
請
期
間
の
始
期
の
前
日
と
す

る
。
 
（
１
）
 
基
準
日
に
お
い
て
従
前
の
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た
者
。

た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
に
受

付
け
た
申
請
、
か
つ
、
有
し
て
い
た
許
可
件
数
の
範
囲
ま
で
と
す
る
。 

  （
２
）
 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た
者
か
ら
許
可

を
承
継
し
、
許
可
を
有
し
て
い
た
船
舶
と
同
じ
船
舶
に
て
当
該
漁
業

を
営
も
う
と
す
る
者
。
（
従
前
の
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た

者
が
、
こ
の
許
可
方
針
に
基
づ
く
更
新
申
請
を
行
わ
な
い
こ
と
に
伴

い
許
可
を
承
継
す
る
場
合
を
含
む
。
）
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用

は
、
許
可
を
承
継
す
る
者
が
、
許
可
を
譲
渡
す
る
者
と
２
親
等
以
内

の
親
族
で
あ
る
場
合
又
は
許
可
を
譲
渡
す
る
者
の
下
で
３
漁
業
時
期

以
上
、
当
該
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
場
合
に
限
る
。
 

（
３
）
 
基
準
日
か
ら
過
去
５
年
間
に
お
い
て
当
該
漁
業
の
許
可
（
従
前
の

許
可
を
含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
 

（
４
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
 

（
５
）
 上
記
（
１
）
か
ら
（
４
）
に
該
当
し
な
い
者
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第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
第
１
種
区
画
漁
業
権
（
の
り
養
殖
業
）
漁
場
及
び
当
該
漁
場
周
辺
に
設

け
ら
れ
た
１
８
０
メ
ー
ト
ル
及
び
９
０
メ
ー
ト
ル
の
大
船
通
し
、
大
潮
通

し
の
区
域
に
お
い
て
は
、
の
り
養
殖
業
の
操
業
期
間
中
は
、
養
殖
施
設
の

周
囲
１
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
で
は
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
４
５
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

す
る
。
 

 
 
 
４
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産

大
臣
管
轄
漁
場
に
お
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
 
 
５
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
上
手
側
：
赤
、
下
手
側
：
黒
」
又
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
第
１
種
区
画
漁
業
権
（
の
り
養
殖
業
）
漁
場
及
び
当
該
漁
場
周
辺
に
設

け
ら
れ
た
１
８
０
メ
ー
ト
ル
及
び
９
０
メ
ー
ト
ル
の
大
船
通
し
、
大
潮
通

し
の
区
域
に
お
い
て
は
、
の
り
養
殖
業
の
操
業
期
間
中
は
、
養
殖
施
設
の

周
囲
１
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
で
は
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
４
５
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

す
る
。
 

 
 
 
４
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産

大
臣
管
轄
漁
場
に
お
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
 
 
５
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
上
手
側
：
赤
、
下
手
側
：
黒
」
又
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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あ
ん
こ
う
網
漁
業
許
可
方
針
 

（
旧
）
 

（
新
）
 

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

あ
ん
こ
う
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
２
８
隻
 

 
３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
）
 
新
規
許
可
は
原
則
と
し
て
認
め
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

ア
 
２
親
等
以
内
の
親
族
の
廃
業
に
伴
い
、
許
可
を
承
継
す
る
と

き
 

 
イ
 
佐
賀
県
有
明
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
諮
り
、
漁
業
調
整
上

支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
 

（
２
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
３
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

あ
ん
こ
う
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数
 

 
 
 
 
漁
業
者
の
数
 
２
２
人
（
漁
具
の
統
数
 
２
２
統
）
 

船
舶
の
数
 
 
１
人
に
つ
き
２
隻
ま
で
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
）
 
新
規
許
可
は
原
則
と
し
て
認
め
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

ア
 
２
親
等
以
内
の
親
族
か
ら
許
可
を
承
継
す
る
者
。た
だ
し
、許

可
を
譲
渡
す
る
者
が
、
有
し
て
い
る
当
該
漁
業
の
許
可
を
全
て

譲
渡
又
は
廃
業
す
る
場
合
に
限
る
。
 

イ
 
佐
賀
県
有
明
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
諮
り
、
漁
業
調
整
上

支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
３
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

30



利
を
有
す
る
者
 

（
４
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
５
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
６
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

 第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

許
可
を
し
た
日
か
ら
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
第
 

１
１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
次
の
開
庁
日
ま
で
と
す

る
。
 

２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
と
、
申
請
期
間
の
最
終
日
に
お
い
て
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）

が
、
２
８
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の
次
の
開
庁

日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

３
 
令
和
４
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
合
計
数
が
２
８
件
に
到

達
す
る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に
新

た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後
に

追
加
し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、
許

可
、
起
業
の
認
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

 
 

利
を
有
す
る
者
 

（
４
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
５
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
６
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

 第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
４
年

３
月
●
●
日
か
ら
令
和
４
年
５
月
１
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
者
の
数
（
以
下
「
申
請
者
数
」

と
い
う
。
）
が
、
２
２
人
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日

の
次
の
開
庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
な
お
、
人
数
の

集
計
は
、
同
一
人
に
係
る
も
の
は
１
と
す
る
。
（
以
下
こ
の
許
可
方
針
に

お
い
て
同
じ
。
）
 

３
 
令
和
９
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
申
請
者
数
と
申
請
期

間
の
最
終
日
時
点
で
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
漁
業

者
の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
人
数
」
と
い
う
。
）
が
２
２
人
に
到

達
す
る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に
新

た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後
に

追
加
し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、
許

可
、
起
業
の
認
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
申
請
者
数
か
ら
除
く
。
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４
 
合
計
数
が
２
８
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
４
年
５
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
再
度
公
示
を
行
う
。
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
１
か
ら
３
に
同

じ
。
 

  
    第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
２
８
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受
付

け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
者

を
定
め
る
。た
だ
し
、同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ
る
。  

  （
１
）
 
「
第
１
－
７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
（
１
）
」
の
ア
に
該
当
す

る
者
 

 
（
２
）
 
「
第
１
－
７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
（
１
）
」
の
イ
に
該
当
す

る
者
。
な
お
、
佐
賀
県
有
明
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
諮
り
、
特
別
の

事
情
等
を
考
慮
し
、
優
先
順
位
が
定
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
順
位
の

中
で
、
更
に
そ
の
順
位
に
よ
る
。
 

 

４
 
合
計
人
数
が
２
２
人
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
９
年
５
月
１
０

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
新
た
な
申
請
期
間
を
追
加
す
る
。
申
請
期
間
は
、
規
則
第
１
１
条
第

１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
１
０
日
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
０

日
後
が
閉
庁
日
の
と
き
は
、
そ
の
次
の
開
庁
日
ま
で
を
申
請
期
間
と
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
の
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
３
に
同
じ
。
 

５
 
上
記
１
～
４
に
関
わ
ら
ず
、同
一
人
へ
の
２
隻
目
の
許
可
に
係
る
申
請

期
間
は
、
令
和
４
年
３
月
●
●
日
か
ら
令
和
９
年
５
月
３
１
日
ま
で
と
す

る
。
 

 第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
人
数
が
２
２
人
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
な
お
、
同
一
人
に
よ
る
２
隻
目
の
許
可
に
係
る
申
請
に
つ
い
て
は
、
下
記

の
優
先
順
位
に
関
わ
ら
ず
こ
れ
を
許
可
す
る
。
 

（
１
）
 
該
当
す
る
申
請
期
間
の
始
期
の
前
日
時
点
で
従
前
の
当
該
漁
業
の

許
可
を
有
し
て
い
た
者
。
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
令
和
４

年
６
月
３
０
日
ま
で
に
受
付
け
た
申
請
に
限
る
。
 

（
２
）
 
「
第
１
－
７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
（
１
）
」
の
ア
に
該
当
す

る
者
 

  （
３
）
 
「
第
１
－
７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
（
１
）
」
の
イ
に
該
当
す

る
者
。
な
お
、
佐
賀
県
有
明
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
諮
り
、
特
別

の
事
情
等
を
考
慮
し
、
優
先
順
位
を
定
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
順

位
の
中
で
、
更
に
そ
の
順
位
に
よ
る
。
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 第
５
 
条
件
 

１
許
可
者
に
つ
き
、
使
用
で
き
る
漁
具
は
１
統
ま
で
と
す
る
。
な
お
、
１
許

可
者
で
２
隻
の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
も
同
じ
。
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令和４年度刺網漁業等福佐相互入漁（佐賀県有明海区への入漁）許可方針 

 
第１ 制限措置 

１ 漁業種類 
佐賀県有明海区に入漁する漁業種類は、すずき流し刺網漁業、えび三重流し刺
網漁業、雑魚一重流し刺網漁業、固定式刺網漁業及びげんしき網漁業とする。 
なお、潜水器漁業は、別途取り扱うこととし、福岡佐賀有明海連合海区漁業調
整委員会で協議する。 
２ 許可又は起業の認可をすべき船舶の数 
１２０隻 

   ３ 船舶の総トン数 
     制限なし 
   ４ 推進機関の馬力数 
     制限なし 

５ 操業区域 
    佐賀県有明海（農林水産大臣管轄漁場を除く。） 
６ 漁業時期 

    １月１日から１２月３１日まで 
   ７ 漁業を営む者の資格 

（１） 福岡県において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうとす 
る者 

（２） 福岡県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 
（３） 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第 63号。以下「規則」と 

いう。）第１０条第１項各号のいずれにも該当しない者 
（４） 適切な資源管理を実践できる者 
（５） 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

 
第２ 許可の有効期間 

令和４年７月１日から令和５年６月３０日まで 
 
第３ 申請すべき期間 

１ 申請すべき期間は、令和４年４月２８日から令和４年５月３１日までとする。 
２ ７月、１０月、翌年１月の各月の末日時点において、有効な許可又は起業の
認可を受けている船舶の数が１２０件に満たないときは、残枠について各月の
翌月以降に１ヶ月間の申請すべき期間を設ける。１ヶ月間を新たな申請すべき
期間として追加する。ただし、この場合において、申請すべき期間の最終日が
閉庁日となるときは、その次の開庁日までを申請すべき期間に加える。 

 
第４ 許可の基準 

申請すべき期間に受付けた申請の数が、許可又は起業の認可をすべき船舶の数を
超える場合は、次に掲げる優先順位により許可又は起業の認可をする者を定める。
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ただし、同順位である者相互間の優先順位は抽選による。なお、規則第９条第１項
第２号に該当する場合は、この限りでない。 
（１） 前回の許可の有効期間中に申請に係る漁業許可を有していた者。ただし、 

当該順位の適用は、有していた許可件数の範囲までとする。 
（２） 申請に係る漁業と同一の福岡県の漁業許可を有している者 
（３） 申請に係る漁業以外の福岡県の漁業許可を有している者 
（４） 上記（１）から（３）に該当しない者 

 
第５ 条件 
   別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36



（すずき流し刺網 入漁） 
 
条件 
１ 沖神瀬灯標を中心とした半径５００メートル以内の区域及び夜灯鼻灯台から真方 
位４５度００分、１,０００メートルの点を中心とした半径５００メートル以内の区
域では操業してはならない。 
２ 使用する網の総延長は、５３０メートル（仕立上り）以下とし、網の目合は、一 
重網は１１センチメートル以上、三重網は外網３０センチメートル以上、内網１１セ 
ンチメートル以上とする。 
３ 使用する漁具は、一重網又は三重網のいずれか１統でなければならない。 
４ 操業の際は、佐賀県が定める標旗を船舷上１.５メートル以上の高さに掲げなけれ 
ばならない。 
５ ボンデンに設置する旗は水面から１ｍ以上の高さに設置し、旗色は「西側：赤、東 
側：黒」にしなければならない。 

 
 
 
 
（標旗） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（参考：はえ縄漁業等の漁具の標識について）＜佐賀県漁業調整規則＞ 
第 55条 はえ縄漁業、げんしき網漁業、固定式刺網漁業及び刺網漁業に従事する操業
責任者は、その操業中、幹縄又は網の両端に、水面上１メートル以上の高さのボン
デンをつけ、幹縄又は浮子綱の中間に３００メートルごとに浮標をつけなければな
らない。この場合、夜間においては、当該ボンデンに１キロメートル以上離れた場
所から認識できる電灯その他の照明を掲げなければならない。 
２ 前項に規定する漁具の標識には、当該漁業を営む者の氏名又は名称及び住所を記
載しなければならない。 

６０ｃｍ 

７５ｃｍ 

４第   号 佐賀県 

入 

地 ：白オレンジ 
文字：赤黒（白抜き） 

37



（えび三重流し刺網 入漁） 
 
条件 
１ 沖神瀬灯標を中心とした半径５００メートル以内の区域及び夜灯鼻灯台から真方 
位４５度００分、１,０００メートルの点を中心とした半径５００メートル以内の区 
域では操業してはならない。 
２ 一隻が使用する網の総延長は、３００メートル（仕立上り）以下とし、網の目合 
は外網１８センチメートル以下、内網３．５センチメートル以下とする。 
３ 使用する漁具は２統までとする。（２統を使用する場合においても、その合計の 
網の総延長は、３００メートルを超えることがはできない。） 
４ 操業の際は、佐賀県が定める標旗を船舷上１.５メートル以上の高さに掲げなけれ 
ばならない。 
５ ボンデンに設置する旗は水面から１ｍ以上の高さに設置し、旗色は「西側：赤、東 
側：黒」にしなければならない。 

 
 
 
（標旗） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考：はえ縄漁業等の漁具の標識について）＜佐賀県漁業調整規則＞ 
第 55条 はえ縄漁業、げんしき網漁業、固定式刺網漁業及び刺網漁業に従事する操業
責任者は、その操業中、幹縄又は網の両端に、水面上１メートル以上の高さのボン
デンをつけ、幹縄又は浮子綱の中間に３００メートルごとに浮標をつけなければな
らない。この場合、夜間においては、当該ボンデンに１キロメートル以上離れた場
所から認識できる電灯その他の照明を掲げなければならない。 
２ 前項に規定する漁具の標識には、当該漁業を営む者の氏名又は名称及び住所を記
載しなければならない。

６０ｃｍ 

７５ｃｍ 

４第   号 佐賀県 

入 

地 ：白オレンジ 
文字：赤黒（白抜き） 
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（雑魚一重流し刺網 入漁） 
 
条件 
１ 沖神瀬灯標を中心とした半径５００メートル以内の区域及び夜灯鼻灯台から真方 
位４５度００分、１,０００メートルの点を中心とした半径５００メートル以内の区 
域では操業してはならない。 
２ 使用する網の総延長は、４５０メートル（仕立上り）以下とし、網丈は６メート 
ル以下、網の目合は１０センチメートル以下とする。 
３ 使用する漁具は１統でなければならない。 
４ 操業の際は、佐賀県が定める標旗を船舷上１.５メートル以上の高さに掲げなけれ 
ばならない。 
５ ボンデンに設置する旗は水面から１ｍ以上の高さに設置し、旗色は「西側：赤、東 
側：黒」にしなければならない。 

 
 
 
（標旗） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６０ｃｍ 

７５ｃｍ 

４第   号 佐賀県 

入 

地 ：白オレンジ  
文字：赤黒（白抜き） 

（参考：はえ縄漁業等の漁具の標識について）＜佐賀県漁業調整規則＞ 
第 55条 はえ縄漁業、げんしき網漁業、固定式刺網漁業及び刺網漁業に従事する操業
責任者は、その操業中、幹縄又は網の両端に、水面上１メートル以上の高さのボン
デンをつけ、幹縄又は浮子綱の中間に３００メートルごとに浮標をつけなければな
らない。この場合、夜間においては、当該ボンデンに１キロメートル以上離れた場
所から認識できる電灯その他の照明を掲げなければならない。 
２ 前項に規定する漁具の標識には、当該漁業を営む者の氏名又は名称及び住所を記
載しなければならない。
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（固定式刺網 入漁） 
 
条件 
 
１ 沖神瀬灯標を中心とした半径５００メートル以内の区域及び夜灯鼻灯台から真方 
位４５度００分、１,０００メートルの点を中心とした半径５００メートル以内の区 
域では操業してはならない。 
２ 第１種区画漁業権（のり養殖業）漁場及び当該漁場周辺に設けられた１８０メー 
トル及び９０メートルの大船通し、大潮通しの区域においては、のり養殖業の操業期 
間中は、養殖施設の周囲１００メートル以内では操業してはならない。 
３ 使用する網の総延長は、４５０メートル（仕立上り）以下とする。 
４ 使用する漁具は１統でなければならない。 
５ 操業の際は、佐賀県が定める標旗を船舷上１.５メートル以上の高さに掲げなけれ 
ばならない。 
６ ボンデンに設置する旗は水面から１ｍ以上の高さに設置し、旗色は「上手側：赤、 
下手側：黒」又は「西側：赤、東側：黒」にしなければならない。 

 
 
（標旗） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６０ｃｍ 

７５ｃｍ 

４第   号 佐賀県 

入 

地 ：オレンジ 
文字：黒（白抜き） 

（参考：はえ縄漁業等の漁具の標識について）＜佐賀県漁業調整規則＞ 
第 55条 はえ縄漁業、げんしき網漁業、固定式刺網漁業及び刺網漁業に従事する操業
責任者は、その操業中、幹縄又は網の両端に、水面上１メートル以上の高さのボン
デンをつけ、幹縄又は浮子綱の中間に３００メートルごとに浮標をつけなければな
らない。この場合、夜間においては、当該ボンデンに１キロメートル以上離れた場
所から認識できる電灯その他の照明を掲げなければならない。 
２ 前項に規定する漁具の標識には、当該漁業を営む者の氏名又は名称及び住所を記
載しなければならない。

地 ：白オレンジ 
文字：赤黒（白抜き） 
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（げんしき網 入漁） 
 
条件 
１ 沖神瀬灯標を中心とした半径５００メートル以内の区域及び夜灯鼻灯台から真方 
位４５度００分、１,０００メートルの点を中心とした半径５００メートル以内の区 
域では操業してはならない。 
２ 使用する網の総延長は、４５０メートル（仕立上り）以下とする。 
３ 使用する漁具は１統でなければならない。 
４ 操業の際は、佐賀県が定める標旗を船舷上１.５メートル以上の高さに掲げなけれ 
ばならない。 

 
 
 
（標旗） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６０ｃｍ 

７５ｃｍ 

４第   号 佐賀県 

入 

地 ：オレンジ 
文字：黒（白抜き） 
地 ：白オレンジ 
文字：赤黒（白抜き） 

（参考：はえ縄漁業等の漁具の標識について）＜佐賀県漁業調整規則＞ 
第 55条 はえ縄漁業、げんしき網漁業、固定式刺網漁業及び刺網漁業に従事する操業
責任者は、その操業中、幹縄又は網の両端に、水面上１メートル以上の高さのボン
デンをつけ、幹縄又は浮子綱の中間に３００メートルごとに浮標をつけなければな
らない。この場合、夜間においては、当該ボンデンに１キロメートル以上離れた場
所から認識できる電灯その他の照明を掲げなければならない。 
２ 前項に規定する漁具の標識には、当該漁業を営む者の氏名又は名称及び住所を記
載しなければならない。
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第５５号 
 
 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により佐賀県
有明海区におけるタイラギの採捕について、次のとおり指示する。ただし、佐
賀県有明海区漁業調整委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 
 
 令和４年３月  日 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
会 長  西 久 保  敏   

 
１ 次の区域内においては、タイラギの採捕を禁止する。 
ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及びコの各点を順に結んだ直線と最大

高潮時海岸線とによって囲まれた海域（別図のとおり） 
 
点ア 福岡県柳川市七ツ家の南西角に設置された有明海佐賀・福岡両県漁場
境界標石柱と佐賀市川副町大字大詫間字元治搦の南東角に設置された
有明海佐賀・福岡両県漁場境界標石柱とを結んだ直線上の中央点 

（世界測地系） 
点イ 北緯 33 度４分 17 秒  東経 130 度 18 分 14 秒 
点ウ 北緯 33 度４分 23 秒  東経 130 度 17 分 45 秒 
点エ 北緯 33 度６分 39 秒  東経 130 度 15 分 26 秒 
点オ 北緯 33 度５分 44 秒  東経 130 度 12 分 54 秒 
点カ 北緯 33 度４分 36 秒  東経 130 度 11 分 49 秒 
点キ 北緯 33 度３分 18 秒  東経 130 度 11 分 25 秒 
点ク 亀瀬灯標 
点ケ 北緯 32 度 58 分 05 秒 東経 130 度 13 分 40 秒 
点コ 夜灯鼻灯台 
 
２ 指示の期間は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までとする。 
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令和４年もがい特別採捕許可方針（案） 

 

１ 適用除外の事項 

佐賀県漁業調整規則第３７条第１項 

 

２ 採捕区域 

第１種区画漁業権（もがいひび建養殖業）もがいひび建養殖業（第１種区画漁業）漁場内 

 

３ 採捕期間 

令和３４年のり養殖支柱撤去完了日の翌日から令和３４年８月３１日まで 

 

４ 許可の有効期間 

許可のをした日から令和３４年８月３１日まで 

 

５ 使用漁具及び漁法 

  長柄じょれん 

 

６ 採捕に従事する者 

  第１種区画漁業権（もがいひび建養殖業）の行使者もがいひび建養殖業（第１種区画漁業）を

営む者であること。 

 

７ 許可の対象 

佐賀県有明海漁業協同組合の代表理事組合長とする。 

 

８ 使用船舶 

小型機船底びき網（長柄じょれん船びき）を使用する場合は、当該許可を受けた船舶を使用す

ること。 

 

９ 条件 

 （１）採捕時間は、次のとおりとする。 

３月・・・・・午前６時００分から午後６時００分まで 

４月・・・・・午前５時３０分から午後７時００分まで 

５月以降・・・午前５時００分から午後７時３０分まで 

（２）操業の際は、県が定める標旗及び平成３０年７月２７日付け佐賀県有明海区漁業調整委員

会指示第４１号（令和３年２月４日一部改正）に規定する標識旗（漁協標識旗）を、船舷上

１．５メートル以上の高さに掲げなければならない。 

（３）採捕終了後は、速やかに操業結果を県に報告しなければならない。 
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くろまぐろに関する令和３管理年度（令和３年４月１日から令和４年３月３
１日までの期間をいう。）における漁業法第 16 条第１項に定める数量は、次の
とおりとする。 
 
 
第１ くろまぐろ 
 １ 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量 
 
 
 
 
 
２ 知事管理区分に配分する数量   
 
 
 
 
  
  

特定水産資源 配分数量 
くろまぐろ（小型魚） ９．４トン 
くろまぐろ（大型魚） １２．９トン 

知事管理区分 配分数量 
佐賀県くろまぐろ（小型魚）漁業 ９．４トン 
佐賀県くろまぐろ（大型魚）漁業 １２．９トン 

56



57



58



59


